
 

社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人    丹の国福祉会丹の国福祉会丹の国福祉会丹の国福祉会    

老人保健施設あやべ老人保健施設あやべ老人保健施設あやべ老人保健施設あやべ    

重重重重    要要要要    事事事事    項項項項    説説説説    明明明明    書書書書    

令和７年度 

ご利用対象者ご利用対象者ご利用対象者ご利用対象者    

    介護給付（施設サービス、短期入所療養介護、通所介護給付（施設サービス、短期入所療養介護、通所介護給付（施設サービス、短期入所療養介護、通所介護給付（施設サービス、短期入所療養介護、通所・訪問・訪問・訪問・訪問リハビリテーション）リハビリテーション）リハビリテーション）リハビリテーション） 

・６５歳以上の第１号被保険者、４０歳以上６５歳未満の第２号被保険者で要介護状態要介護状態要介護状態要介護状態と認定された方 
 介護予防給付（介護予防短期入所療養介護、介護予防通所介護予防給付（介護予防短期入所療養介護、介護予防通所介護予防給付（介護予防短期入所療養介護、介護予防通所介護予防給付（介護予防短期入所療養介護、介護予防通所・訪問・訪問・訪問・訪問リハビリテーション）リハビリテーション）リハビリテーション）リハビリテーション） 

・６５歳以上の第１号被保険者、４０歳以上６５歳未満の第２号被保険者で要支援状態要支援状態要支援状態要支援状態と認定された方 
 
 

ご利用までの流れご利用までの流れご利用までの流れご利用までの流れ    

    

１１１１．．．．ご利用申込みご利用申込みご利用申込みご利用申込み    

          利用申込に必要な書類を、事務所までご持参、又はご郵送下さい。 
 
   ＜申込み時必須書類＞  ①京都府介護老人保健施設 共通申込書（３枚） 
                 利用者情報、身元引受人名等 （３/１） 

利用希望内容、家族構成等  （３/２） 
日常生活動作（ＡＤＬ）確認表（３/３） 

               ②介護サービス共通健康診断書 
     ＜添付書類＞     ①居宅サービス計画書（居宅サービス利用中の方） 
               ②施設サービス計画書（介護施設サービス利用中の方） 
               ③療養サマリー（医療機関入院中の方） 
          ＊１ 短期入所療養介護、通所・訪問リハビリテーションのご利用希望者は 
            ①を必ず添付してください。  
 

２．２．２．２．ご利用ご利用ご利用ご利用判定判定判定判定    

            申込み時に提出いただいた書類などをもとに、当施設の利用判定委員会に 
おいて、施設長・医師以下、各専門職それぞれの見地から総合的に判定を行い、 
合議によりご利用の可否を判定いたします。 
 判定の結果、利用が困難となった場合は、電話又は文書にてご連絡します。 

 



 

３．３．３．３．ご利用決定ご利用決定ご利用決定ご利用決定    

           判定の結果ご利用が可能の場合は、文書にて通知させていただきます。 
ご利用開始日、ご用意していただくもの等を記載してあります。 

 

４．４．４．４．ご利用手続き・利用開始ご利用手続き・利用開始ご利用手続き・利用開始ご利用手続き・利用開始    

          ご利用のための手続きを行います。利用に関する希望・要望等がございましたら 
お申し付け下さい。 

 
 
申込み時の診断書・日常生活動作等と健康状態が異なる場合、 

又、居宅、病院、他施設において、当施設ご利用前に感染症等に 
罹患された場合は、利用許可の取り消し、延期となることがあり 
ますのでご了承下さい。 

                                                                    
５．５．５．５．ご利用終了（退所）ご利用終了（退所）ご利用終了（退所）ご利用終了（退所）    

          以下の場合、ご利用の終了となります。 
①ご利用者・連帯保証人のご都合による場合。 
 ２０日間程度の予告期間をもって、届け出下さい。 
②入所利用は当施設において、定期的に実施される利用判定委員会にて、 
退所し居宅においての生活可能と判断された場合。（在宅復帰） 

③ご利用者の病状、心身状態等が著しく悪化し、当施設での適切な 
サービスの提供を超えると判断された場合。（入院等） 

            ＊通所・訪問リハビリに関しては、入院、施設入所等で長期間（３ヶ月） 
            ご利用が無い場合は終了とさせて頂きます。 
 

上記以外にも、ご利用終了（退所）に関しましては、利用者・連帯保証人の方と 
ご相談のうえ決定させていただきます。 

                             
    

    

    

    

    

    

    

    



 

老人保健施設あやべ全般に関する事項老人保健施設あやべ全般に関する事項老人保健施設あやべ全般に関する事項老人保健施設あやべ全般に関する事項    

1111    ご利用施設ご利用施設ご利用施設ご利用施設    

施設の名称 老人保健施設あやべ 
施設の所在地 京都府綾部市小畑町うずいの９８の１ 
管理者（施設長） 的場 加代子 
電話番号 （ＦＡＸ） ０７７３－４８－０１８６ （０７７３－４８－０８０８） 

 

2222    ご利用施設であわせて実施する事業ご利用施設であわせて実施する事業ご利用施設であわせて実施する事業ご利用施設であわせて実施する事業    

サービスの種類 京都府知事の事業者指定 
利用定数 

指定年月日 指定番号 
施設 介護老人保健施設 平成 12年 4月 1日 京都府５１８８００１１号  ９０人 

 
居宅 

短期入所療養介護 平成 12年 4月 1日 京都府５１８８００１１号 
通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 平成 12年 4月 1日 京都府５１８８００１１号  ２５人 
訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 平成 28年３月２１日 京都府５１８８００１１号  

 
3333    施設運営の方針施設運営の方針施設運営の方針施設運営の方針    

施設運営の方針  当施設は、事業の目的を達成するため、次のことを方針として運営される 
ものとする。 
１． 病状安定期にあり、入院治療する必要はないが、リハビリテーション、 

看護・介護を中心とした医療ケア及び介護を必要とする寝たきり高齢者、 
認知症高齢者等に対する療養、介護、機能訓練等の施設サービスを提供 
する。 

２．  要介護高齢者の在宅保健福祉の重要性に鑑み、在宅医療、在宅福祉の 
サービスを提供し、もって高齢者に関わる介護者及び家族の支援を行う。 

３． 寝たきり高齢者、認知症高齢者等に関する介護、療養、機能訓練等の 
専門的技能知識の教育普及活動や相談指導を行うことにより、高齢社会 
への対応を支援する。 

４． サービス提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者の生命・身体 
を保護するために、緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他の 
行動を制限する行為はしない。 

    

4444    施設の概要施設の概要施設の概要施設の概要    

(1) 敷地および建物 
敷地 １７２１９㎡ 
建物 構造 鉄筋コンクリート造１階建（一部２階） 

延べ床面積 ４６２３㎡  ＊施設内全館 床暖房完備 
(2) 居室、（ ）は認知症専門棟 
居室の種類 室数 居室の種類 室数 
個室 ３５（１３）室 ４人部屋 １０（６）室 
２人部屋 ６（０）室 ３人部屋 １（１）室 

(3) その他主な設備 
設備の種類 

食堂 一般浴室 診察室 ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ･ﾙｰﾑ 
機能訓練室 機械浴室 談話室 デイ・ルーム 



 

5555    相談・苦情等受付相談・苦情等受付相談・苦情等受付相談・苦情等受付    

ご利用に関する相談・ 
苦情受付窓口 

相談担当者 支援相談員    植村 哲也 
               柴田 幸悦 

看護主任     米村 なおみ 
水嶋 照美 

介護支援専門員  上田 美哉子 
通所リハ主任   梅本 幸子 
リハビリ主任   足立 勇太 

ご利用時間 毎日 午前１０時００分～午後５時３０分 
ご利用方法 電話 ０７７３－４８－０１８６ 
      面接 事前にお電話下さい。 
      ご意見箱（老人保健施設あやべ玄関に設置） 

公的機関 
 相談・苦情受付窓口 

綾部市福祉保健部高齢者支援課介護保険担当 
  電 話 ０７７３－４２－３２８０（内線３９４） 
京都府福祉サービス運営適正化委員会 
  電 話 ０７５－２５２－２１５２ 
  ＦＡＸ ０７５－２１２－２４５０ 
京都府国民健康保険団体連合会 

電 話 ０７５－３５４－９０９０ 
第三者 
 相談・苦情受付窓口 

身体拘束廃止委員会第三者委員  民内 誠 様 
  電 話 ０９０－８１９５－０００６ 

 
6666    個人情報保護個人情報保護個人情報保護個人情報保護    

個人情報保護方針と

当施設での利用目的 
当法人では、個人情報を適正に取り扱うことは、医療・介護サービスに携

わるものの重大な責務であると考えております。これら社会的責務を果た

すために、個人情報保護方針と当施設での利用目的を定め、個人情報の適

切な取り扱いと保護を徹底します。 
館内に方針と利用目的を掲示してございますのでご覧下さい。 
 利用者様、連帯保証人様において、個人情報の利用、利用期間中の情報

の開示に関して等、その他ご要望がございましたらお申し付け下さい。      

    

7777    医療機関（病院）・歯科医療機関医療機関（病院）・歯科医療機関医療機関（病院）・歯科医療機関医療機関（病院）・歯科医療機関 

(1) 協力医療機関（病院） 
医療機関名称 綾部ルネス病院 

所在地 綾部市大島町二反田７番地の１６ 
電話番号 ０７７３－４２－８６０１ 
診療科 内科、消化器内科、脳神経内科、外科、脳脊髄外科、泌尿器科、総合外来、 

リハビリテーション科、人工透析内科、放射線科、認知症外来 
入院設備 有り 救急指定の有無 有り 

(2) その他医療機関（病院） 
協力医療機関 綾部市立病院 

所在地 綾部市青野町大塚２０－１ 
電話番号 ０７７３－４３－０１２３ 
診療科 内科、循環器内科、消化器内科、呼吸器内科、整形外科、脳神経外科、 

精神科、眼科、放射線科、泌尿器科、皮膚科、外科、麻酔科 
入院設備 有り 救急指定の有無 有り 



 

 併設訪問看護ステーション有り 
(3) 歯科医療機関 

医療機関名称 医療法人丹進会 武田歯科 
所在地 綾部市駅前通り５４番地の１ 
電話番号 ０７７３－４２－１３０４ 

 

8888    非常災害時の対策非常災害時の対策非常災害時の対策非常災害時の対策    

非常時の対応 別途定める「老人保健施設あやべ消防計画」にのっとり、ご利用者の安全を

第一として対応を行います。 
平常時の訓練等 別途定める「老人保健施設あやべ消防計画」にのっとり、年数回夜間および

昼間を想定した避難訓練を、利用者の方も参加して実施します。 
防災設備 
 

設備名称 
ガス漏れ報知機 防火扉・シャッター 
非難口 屋内消火栓 
自動火災報知機 非常通報装置 
誘導灯 漏電火災報知機 
非常用電源 スプリンクラー 
カーテン、布団等は防煙性能のあるものを使用しております。 

消防計画等 消防署への届出日：平成２４年４月１日 
防火管理者：老人保健施設あやべ  柴田 幸悦 

    

9999    第三者評価受診状況第三者評価受診状況第三者評価受診状況第三者評価受診状況    

受診日 受診サービス 評価機関 
平成 21年 2月 27日 介護老人保健施設 

短期入所療養介護 
通所リハビリテーション 

特定非営利活動法人  
市民生活総合サポートセンター 

平成 24年 10月 23日 介護老人保健施設 
短期入所療養介護 
通所リハビリテーション 

社団法人京都私立病院協会 

平成 27年 11月 27日 介護老人保健施設 
短期入所療養介護 
通所リハビリテーション 
居宅介護支援 

特定非営利活動法人  
きょうと福祉ネットワーク「一期一会」 

令和元年 10月 23日 介護老人保健施設 
短期入所療養介護 
通所リハビリテーション 
訪問リハビリテーション 
居宅介護支援 

特定非営利活動法人  
きょうと福祉ネットワーク「一期一会」 

令和６年 10月 30日 介護老人保健施設 
短期入所療養介護 
通所リハビリテーション 
訪問リハビリテーション 

特定非営利活動法人  
きょうと福祉ネットワーク「一期一会」 

    

    

    



 

訪問訪問訪問訪問リハビリテーション・介護予防リハビリテーション・介護予防リハビリテーション・介護予防リハビリテーション・介護予防訪問訪問訪問訪問リハビリテーションサービスリハビリテーションサービスリハビリテーションサービスリハビリテーションサービス    

    

1111 営業日およびご利用の申込み営業日およびご利用の申込み営業日およびご利用の申込み営業日およびご利用の申込み    

営業日  月曜日 ～ 土曜日   
休業日  日曜日、１２月３１日 ～ １月３日  
営業時間  午前９：００  ～ 午後５：３０ 
通常営業実施地域  綾部市内。 

（上記地区以外の利用希望者の方は事前にご相談ください。） 
利用申込の方法  ご利用の申込みは、利用を希望される期間の初日の 2か月前から受け付け

ております。申込書をご提出下さい。 
    

2222    職員勤務体制・職務内容職員勤務体制・職務内容職員勤務体制・職務内容職員勤務体制・職務内容    

職種 員数 勤務体制・職務内容 
管理者（施設長） １名 事業の管理者、常勤で日勤勤務。 

事業の業務全般を統括・執行し、従業者の管理、指導を行う。 
医師 １名 常勤１名日勤勤務。（日・木曜日は休日） 

利用者の訪問リハビリテーション計画作成に係る診療を行う。

または利用者の計画的な医学的管理を行っている医師から情報

を受けて、訪問リハビリテーション計画を作成する。 
理学療法士 ３名 理学療法士３名で勤務。（日曜日休日） 

医師の指示に基づき、利用者の身体能力に応じたリハビリテー

ション計画を作成し、機能訓練を実施する。 
サービス提供体制強化 理学療法士のうち勤続７年以上の者を上配置しています。 

              ＊上記員数は、令和７年４月１日現在で、非常勤も含んだ人数となっています。 

 

3333    訪問リハビリ訪問リハビリ訪問リハビリ訪問リハビリサービスの概要サービスの概要サービスの概要サービスの概要 

(１) 介護保険給付内サービス 
種 類 内   容 

訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ計画

の作成と交付 
・利用者の心身の状況、希望及び環境を踏まえて、リハビリテーションの目

標、当該目標を達成するための具体的サービスの内容を作成し、利用者又は

その家族にご説明の上交付いたします。 
リハビリ等の実施 ・医師の指示に基づき、上記計画に添って理学療法士・作業療法士が利用者

の状況に適合したリハビリ・機能訓練を行い、身体機能の維持・改善に努め

ます。 
リハビリ 

マネジメント 
 

・利用者のリハビリに関する解決すべき課題等を適切に把握し、他職種協働

によるその状態に応じたリハビリテーション計画を作成し、定期的に評価し

ます。利用者又は家族にご説明のうえ、個別のリハビリを実施いたします。 
短期集中的な 

リハビリ等 
・利用者の状況に応じて、基本的・応用的動作能力を向上させ、身体機能の

回復を目的とした、集中的なリハビリテーションを理学療法士・作業療法士

が個別に実施します。 
 
 
 



 

(２) 利用料 ＊詳細は利用者負担説明書利用者負担説明書利用者負担説明書利用者負担説明書をご覧下さい。 
種 類 内   容 

介護保険給付内 
サービス 

１ 法定代理受領の場合 
介護報酬告示上の額の居宅介護サービス費の介護保険負担割合証記載の 
利用者負担の割合 

２ 法定代理受領でない場合 
介護報酬告示上の額の居宅介護サービス費 
＊加算料金も同様の扱いになります 

介護保険給付外 
サービス 

通常のサービス提供実施地域外の交通費 
  （通常実施地域外からの片道㎞数×５０円） 

支払い方法 前月利用料金の請求書を毎月１０日頃郵送します。月末にご指定の 
ゆうちょ銀行より口座引落させていただきます。 
口座引落をご希望されない場合は、請求書が届きましたら当施設の 

事務所窓口にてお支払い下さい。 
※ 利用料のお支払いに関して 
当施設では、利用者の連帯保証人に対し、利用料明細の項目とその費用についてご説明を行い、

支払いに関する同意を得るものとします。 ご同意いただきました連帯保証人の方は、利用者の 
当施設に対する一切の債務につき、極度額５０万円の範囲内で連帯して履行の責任を負うことに 
なります。 
正当な理由なく利用料等の支払いが一定期間滞納され、その支払いを督促したにもかかわらず、 

２０日間以内に支払いがない場合は、利用解除となることがありますのでご了承下さい。 
    

4444    当施設ご利用の際に留意いただく事項当施設ご利用の際に留意いただく事項当施設ご利用の際に留意いただく事項当施設ご利用の際に留意いただく事項    

お休み等の連絡 利用者のご都合によりお休みされる場合は、出来るだけ前日までにご連絡

ください。ご利用時間の変更希望も同様とします。 
又、訪問当日に体調が不安定である（熱発・血圧の異常・嘔吐・下痢など）

場合は、ご利用は見合わせてください。 
災害・天変地異等に 
よる対応 

気象状況により警報等が発令しサービス提供が困難であるときは、ご利用

時間の短縮及び中止させていただきます。 
    

5555    緊急時・事故発生時の対応緊急時・事故発生時の対応緊急時・事故発生時の対応緊急時・事故発生時の対応    

緊急時の対応 サービス利用中、病状の急変等により医療機関への受診が必要な事態が生

じた場合には、ご家族、主治医、居宅介護支援事業所等の関係機関へ連絡の

うえ、救急治療等必要な措置が受けられるように対処します。 
事故発生時の対応 サービス利用中、事故等が発生した場合は、必要な応急手当を行い、速や

かにご家族に状況や状態をご説明させていただきますとともに、迅速かつ適

切な対処をいたします。 
発生した事故につきましては、施設長、医師、主任及び関係スタッフ等で

状況と原因、防止策等について検討し、周知徹底します。事故等の内容によ

り利用者等に損害を与えることになった場合は、法人理事会で検討し、必要

があれば賠償させていただきます。 

    

    



 

個人情報保護方針個人情報保護方針個人情報保護方針個人情報保護方針 

 

 

 社会福祉法人丹の国福祉会（以下「当法人」）は、高い公共性に倫理性を旨として、国民の負託に応え

ると共に、地域社会における福祉サービスの充実発展に貢献することを理念としております。 

 当法人では、利用者の方の個人情報を適正に取り扱うことは、医療・介護サービスに携わるものの重

大な責務であると考えております。 

 これら社会的責務を果たすために、当法人では、下記のとおり個人情報保護方針を定め、個人情報の

適切な取り扱いと保護を徹底いたします。 

 

 

１．個人情報に関する法令・規範の遵守 

 業務上で個人情報の保護に関する法令及び行政機関等が定めた個人情報保護に関する条例・規範・ガ

イドライン等を遵守します。 

 

２．個人情報保護施策の強化 

 個人情報が分散した形で蓄積利用される可能性を排除し、適切な個人情報の収集、利用及び提供が行

われる体制整備の向上を図るとともに、個人情報への不正アクセス、紛失、破壊、改ざん及び漏洩の予

防に努め、万一の問題発生時には速やかな是正対策を実施します。 

 

３．個人情報保護に関する意思統一の徹底 

 個人情報の取り扱いに関する規程を明確にし、従業者に周知徹底します。また、取引先等に対しても

適切に個人情報を取り扱うよう要請します。 

 

４．個人情報保護活動を継続的に改善・推進 

 自主的に的確な個人情報の保護措置が講じられるよう、個人情報の取り扱いに関する内部規程を定期

的に見直し、これを遵守するとともに、職員の教育・研修を徹底し推進致します。 

 

 

 

 

  令和７年 ４月 １日 

 

                                           社会福祉法人 丹の国福祉会 

                                          

                            理事長  的 場  定 

 

 



 

個人情報の利用目的個人情報の利用目的個人情報の利用目的個人情報の利用目的 

 

 老人保健施設あやべでは、社会福祉法人丹の国福祉会個人情報保護方針の下、お預かりしている個人

情報について、利用目的を以下のとおり定めます。 

 

１．施設内での利用 

 ①利用者様に提供する介護サービス 

 ②介護保険事務 

 ③入退所等の管理 

 ④会計・経理 

 ⑤介護事故等の報告 

 ⑥当該利用者様への介護サービスの向上 

 ⑦その他、利用者様に係る管理運営業務 

 

２．施設外への情報提供としての利用 （①～③別紙同意書有り） 

 ①他の介護保険サービス事業者や居宅介護支援事業所等との連携 

 ②他の介護保険サービス事業者や居宅介護支援事業所等からの照会への回答 

 ③協力医療機関等や歯科医療機関との連携及び照会への回答 

 ④給食業務等の業務委託 

 ⑤ご家族等への心身の状況説明 

 ⑥審査支払機関への給付費明細書の提出 

 ⑦審査支払機関又は保険者からの照会への回答 

 ⑧損害賠償保険等に係る保険会社等への相談又は届出等 

 

３．その他の利用 

 ①介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料 

 ②当施設内において行われる看護（介護）学生の実習への協力 

 ③当施設において行われる事例研究 

 

＜付記＞ 

  １．上記のうち、情報提供について同意しがたい事項がある場合は、事務所窓口まで 

   お申し出下さい。 

  ２．お申し出がないものにつきましては、同意していただけたものとして取り扱わせ 

   ていただきます。 

  ３．これらのお申し出は、後からいつでも撤回、変更等をすることができます。 

 

   令和７年 ４月 １日 

   老人保健施設 あやべ 

                              施設長  的場 加代子 



《利用者負担の種類》

　　介護老人保健施設をご利用される利用者のご負担は、下記の２種類となります。

１．介護保険負担割合証に記載された給付にかかる自己負担分

２．保険給付対象外の利用料

　　（１）居住費（滞在費）、食費関連の費用

　　（２）利用者の選択に基づき必要となる費用

《サービス計画の確認》

《当法人利用料減免制度》

　　減免制度の申請を希望される方は、事務所窓口まで申し出下さい。

　　当施設では、施設サービス（入所）において、独居・老夫婦世帯、その他家庭の事情を勘案し、

身元引受人からの申請により、利用料支払額を減免させていただく制度がございます。

　　この制度は生活困難者の方のご利用を援助する目的で、社会福祉法人丹の国福祉会が

独自に減免規定を設けて実施するものです。

　　施設サービス（入所サービス）を希望される場合は、直接施設にお申込みいただけますが、

短期入所療養介護、通所リハビリテーション,訪問リハビリテーションは、原則的に利用に際しては、

ので注意が必要です。担当のケアマネージャーに計画の確認をして下さい。

居宅支援サービス計画（ケアプラン）を作成したあとでなければ、保険給付を受けることができません

「介護保険負担限度額認定証」を受ける必要があります。

　その他、当施設利用者負担の詳細は次頁以降をご参照ください。

「介護保険負担限度額認定証」が発行された場合は必ず提出して下さい。

１．は利用者の要介護度等状態区分、入所・短期入所療養介護の場合は利用される棟や居室、

加算項目により異なり、通所リハビリサービス・訪問リハビリサービスでは利用時間、加算項目

２．の利用料は各施設ごとの設定となっておりますが、（１）居住費（滞在費）・食費については、

入所利用の場合、国が定める第１～第３段階の利用者には負担軽減策が設けられています。

により異なります。

利 用 者 負 担 説 明 書　

社会福祉法人　丹の国福祉会

老人保健施設あやべ

令和７年度

　利用者が「利用者負担」のどの段階に該当するかは市町村が決定します。

第１～第３段階の認定を受けるには、利用者本人の住所地の市町村に申請し、市町村より



介護保険給付内サービス

確認欄

確認欄

確認欄

介護保険給付外サービス

確認欄

　多職種共同でリハビリのマネジメントをした場合　

短期集中リハビリ

実施加算

　訪問リハビリ　３０８　円　　　介護予防訪問リハビリ　２９８　円

２　割　負　担

　退院・退所後又は要介護認定日から　（リハビリマネジメント算定者）

　　３月以内に集中的な個別リハビリを実施した場合　４００円　加算

　訪問リハビリ　６１６　円　　　介護予防訪問リハビリ　５９６　円

　多職種共同でリハビリのマネジメントをした場合　

上記は１単位（２０分）の利用料です。１回の訪問につき２単位実施する場合もあります。

基本サービス費

　７年以上の勤務年数のある職員を配置　　６円　加算

加

算

科

目

　７年以上の勤務年数のある職員を配置　　１２円　加算

　　３月以内に集中的な個別リハビリを実施した場合　２００円　加算

訪問リハビリサービスの利用者負担　

令和７年４月

１　割　負　担

リハビリマネジメント

加算

サービス提供体制強化加算

訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション費

　　　リハビリマネジメント（Ａ）イ　　１月　１８０円　

一

単

位

訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション費

加

算

科

目

リハビリマネジメント

加算

　多職種共同でリハビリのマネジメントをした場合　

３　割　負　担 訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション費

一

単

位

基本サービス費

　退院・退所後又は要介護認定日から　（リハビリマネジメント算定者）

サービス提供体制強化加算

　　　リハビリマネジメント（Ａ）イ　　１月　３６０円　

加

算

科

目

リハビリマネジメント

加算

項　　目 説　　明

一

単

位

基本サービス費

上記は１単位（２０分）の利用料です。１回の訪問につき２単位実施する場合もあります。

短期集中リハビリ

実施加算

通常の事業実施地域外の交通費 　実施地域を越えた地点からの片道㎞×５０円

　訪問リハビリ　９２４　円　　　介護予防訪問リハビリ　８９４　円

サービス提供体制強化加算 　３年以上の勤務年数のある職員を配置　　１８円　加算

上記は１単位（２０分）の利用料です。１回の訪問につき２単位実施する場合もあります。

　　　リハビリマネジメント（Ａ）イ　　１月　５４０円　

短期集中リハビリ

実施加算

　退院・退所後又は要介護認定日から　（リハビリマネジメント算定者）

　　３月以内に集中的な個別リハビリを実施した場合　６００円　加算


